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縄
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定
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よ

り
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、
東
京
都
知
事
、
山
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、
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阜
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大
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府
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、
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、
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崎
県
知
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か
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次
の
者
に
つ
き
軽
油
引
取
税

に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
を
行
っ
た
旨
の
通
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が
あ
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た
の
で
、
青
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条
例
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行
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則
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五
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一
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の
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第
二
項
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段
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に
よ

り
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示
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る
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日
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知
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申

吾
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告
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次
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急
業
務
に
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力
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申
出
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撤
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が
あ
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
同
医
療
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救
急
病
院
等
を
定
め
る
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令
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年
厚
生
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急
病
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で
、
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号
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険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。
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成
十
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年
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月
三
日
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事
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申

吾
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森
県
告
示
第
四
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七
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六
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の

名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
七
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
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示
す
る
。
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日
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号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
七
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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日
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ビ
リ

倶
楽
部

五
所
川
原
市

大
字
水
野
尾

字
懸
樋
二
二

二
の
一

平
成

��･

�･

�

変
更
前

株
式
会
社

ケ
ア
ラ
イ

フ
青
森
青

森
東
営
業

所

変
更
後

株
式
会
社

ケ
ア
ラ
イ

フ
青
森

青
森
市
卸
町

三
の
五

居
宅
介
護

等
事
業

株
式
会
社

ケ
ア
ラ
イ

フ
青
森
青

森
営
業
所

青
森
市
卸
町

三
の
五

〃

変
更
前

社
会
福
祉

法
人
南
郷

村
社
会
福

祉
協
議
会

居
宅
介
護

事
業
所

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
南
郷

村
社
会
福

祉
協
議
会

八
戸
市
南
郷

区
大
字
島
守

字
阿
庄
内
一

五
の
二

居
宅
介
護

等
事
業
所

社
会
福
祉

法
人
南
郷

村
社
会
福

祉
協
議
会

身
体
障
害

者
居
宅
介

護
等
事
業

所

八
戸
市
南
郷

区
大
字
島
守

字
阿
庄
内
一

五
の
二

〃



� �

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)
第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
十
五
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
号

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在

地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成17年６月３日 金曜日 第2485号 4

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援

事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

身
体
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

十
和
田
湖
町
社

会
福
祉
協
議
会

十
和
田
市
大
字

奥
瀬
字
中
平
六

一
の
八

居
宅
介
護

等
事
業

社
会
福
祉
法
人

十
和
田
湖
町
社

会
福
祉
協
議
会

居
宅
介
護
事
業

所

十
和
田
市
大
字

奥
瀬
字
中
平
六

一
の
八

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法
人

青
森
社
会
福
祉

振
興
団

む
つ
市
十
二
林

一
一
の
一
三

居
宅
介
護

等
事
業

む
つ
市
脇
野
沢

高
齢
者
福
祉
施

設
い
こ
い
の
里

身
体
障
害
者
訪

問
介
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

む
つ
市
脇
野
沢

渡
向
七
三
の
一

〃

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

知
的
障
害
者
居
宅
支
援

事
業
を
行
う
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

知
的
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

五
所
川
原
市

大
字
水
野
尾

字
懸
樋
二
二

二
の
三

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
拓
心

会

五
所
川
原
市

大
字
水
野
尾

字
懸
樋
二
二

二
の
一

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
事
業

五
所
川
原

リ
ハ
ビ
リ

倶
楽
部

五
所
川
原
市

大
字
水
野
尾

字
懸
樋
二
二

二
の
一

平
成

��･

�･

�

変
更
前

株
式
会
社

ケ
ア
ラ
イ

フ
青
森
青

森
東
営
業

所

変
更
後

株
式
会
社

ケ
ア
ラ
イ

フ
青
森

青
森
市
卸
町

三
の
五

居
宅
介
護

等
事
業

株
式
会
社

ケ
ア
ラ
イ

フ
青
森
青

森
営
業
所

青
森
市
卸
町

三
の
五

〃

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業

を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

知
的
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

十
和
田
湖
町
社

会
福
祉
協
議
会

十
和
田
市
大
字

奥
瀬
字
中
平
六

一
の
八

居
宅
介
護

等
事
業

社
会
福
祉
法
人

十
和
田
湖
町
社

会
福
祉
協
議
会

居
宅
介
護
事
業

所

十
和
田
市
大
字

奥
瀬
字
中
平
六

一
の
八

平
成

��

･

�･

��



� �

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
二
十
一
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

平
成
十
七
年
度
県
境
不
法
投
棄
産
業
廃
棄
物
の
収
集
運
搬
・
処
分

(

焼
却
・
溶
接)

業
務
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
環
境
生
活
部
県
境
再
生
対
策
室

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

県
境
再
生
共
同
企
業
体

青
森
市
大
字
戸
門
字
山
部
二
八
の
八

六

契
約
金
額

一
ト
ン
当
た
り
三
万
二
千
八
百
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手

方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
七
年
二
月
九
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青 森 県 報平成17年６月３日 金曜日 第2485号5

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

児
童
居
宅
生
活
支
援

事
業
を
行
う
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

児
童
居
宅

支
援
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

十
和
田
市
東

一
番
町
六
の

五

変
更
後

十
和
田
市

農
業
協
同

組
合

十
和
田
市
西

十
三
番
町
四

の
二
八

居
宅
介
護

等
事
業

Ｊ
Ａ
十
和

田
市
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ

ス
テ
ー
シ
ョ

ン

｢

き
ず

な｣

十
和
田
市
東

一
番
町
六
の

五
一

平
成

��･

��･

��

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を

行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

児
童
居
宅

支
援
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

十
和
田
湖
町
社

会
福
祉
協
議
会

十
和
田
市
大
字

奥
瀬
字
中
平
六

一
の
八

居
宅
介
護

等
事
業

社
会
福
祉
法
人

十
和
田
湖
町
社

会
福
祉
協
議
会

居
宅
介
護
事
業

所

十
和
田
市
大
字

奥
瀬
字
中
平
六

一
の
八

平
成

��

･

�･

��



� �

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

平
成
十
七
年
度
県
境
不
法
投
棄
産
業
廃
棄
物
の
収
集
運
搬
・
処
分

(

焼
却
・
焼
成)

業
務
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
環
境
生
活
部
県
境
再
生
対
策
室

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

八
戸
セ
メ
ン
ト
県
境
再
生
共
同
企
業
体

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
下
鷹
待
場
七
の
一

六

契
約
金
額

一
ト
ン
当
た
り
三
万
二
百
九
十
二
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手

方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
七
年
二
月
九
日

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
屋

平
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
七
年
五
月
二
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
場

川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
七
年
五
月
二
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
丸
恵
三
上
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

三
上

恵
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
浪
岡
大
字
下
十
川
字
扇
田
三
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
二)

第
五
七
六
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
四
月
十
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

カ
マ
タ
橋
梁
技
建
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二

氏
名

鎌
田

徳
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
浪
岡
大
字
本
郷
字
松
元
三
一
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
二
〇
〇
一
四
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
三
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

さ
さ
は
ら
建
築
・
設
計

二

氏
名

笹
原

信
昭

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
後
萢
二
二
の
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
一
一
五
二
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

エ
ム
ケ
ー
ホ
ー
ム

二

氏
名

白
川

誠

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村
大
字
碇
ケ
関
字
船
岡
三
六
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
二
〇
〇
〇
四
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

杉
村
建
設
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

杉
村

陽
太
郎

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
松
ケ
丘
一
九
の
三
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
二)

第
七
七
四
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
石
、
鋼
構
造
物
、
ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
塗
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に

係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
四
月
二
十
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
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建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
青
森
県
工
務
店
組
合
事
務
セ
ン
タ
ー

二

代
表
者
の
氏
名

小
枝

省
二

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
石
堂
二
丁
目
二
四
の
二
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
二)

第
一
一
一
〇
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
五
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

辻
本
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

辻
本

文
恵

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
類
家
五
丁
目
三
八
の
二
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
七
五
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
五
月
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

辻
本
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

辻
本

文
恵

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
類
家
五
丁
目
三
八
の
二
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
四)

第
七
五
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
五
月
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
北
照
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

角

文
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
下
長
四
丁
目
一
九
の
二
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
一
六
五
一
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
二
十
日
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六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た

こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の

規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

程
川
電
気
工
事
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

程
川

竜
児

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
西
金
崎
四
三
六
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
四
二
九
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
通
信
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
四
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
リ
ペ
ア

二

代
表
者
の
氏
名

伊
藤

節
夫

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
川
原
七
五
の
二
六
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
五
〇
〇
〇
三
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
二
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

西
部
住
宅

二

氏
名

吉
田

孝
次

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
北
禿
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
二)

第
一
五
〇
一
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

屋
根
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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